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（設置）

第１条 岡山大学（以下「本学」という。）に，本学の次世代育成支援対策の一環として，

本学関係者の育児と仕事の両立支援を行うとともに，優れた職員等の確保を図ることを

目的とし，長期休業期間中に職員等の児童を保育する岡山大学学童保育所（以下「学童

保育所」という。）を置く。

（名称）

第２条 学童保育所は，「かいのき児童クラブ」と称する。

（職員）

第３条 保育室に，指導員を置く。

２ 指導員は，教員若しくは保育士の資格を有する者又は児童の養育の知識若しくは経験

を有する者とする。

３ 指導員は，次条に掲げる業務に従事する。

（業務）

第４条 学童保育所の業務は，次のとおりとする。

一 児童の健全な遊びの企画及び指導に関すること。

二 児童の給食等に関すること。

三 事故発生時における対応に関すること。

四 学童保育所の維持管理に関すること。

五 その他学童保育所における保育業務に関すること。

（事務）

第５条 保育室の事務は，総務・企画部人事課において処理する。

（その他）

第６条 この要項に定めるもののほか，学童保育所の利用に関し必要な事項は，別に定め

る。

附 則

この要項は，平成２２年２月１６日から施行し，平成２１年７月１日から適用する。


